
 

C．鉄道軸 

 

＜設計において景観形成のために、配慮された事項、考え方等をご記入下さい＞ 

 

 指 針 基 準 景観形成上の工夫・配慮事項 適合 

大 

景 

観 

□ 車窓に映し出され

る連続的なまちな

みや自然の風景と、

表情を変える赤城

山等の眺めを保全

する。 

□ 線路沿いや踏切か

ら見える沿線のま

ちなみや自然の風

景と、遠望される

赤城山等や大規模

な建造物・樹木な

どの眺めを保全す

る。 

□ その他の指針は類

型共通指針による。 

□ 沿線の建築物等や屋外広告物は、

車窓から見える赤城山等の連続

的な眺望を阻害しない配置掲出

方法となるよう配慮する。 

 □ 

□ 沿線の建築物等や屋外広告物は、

線路沿いや踏切から遠望される

赤城山等や大規模な建造物・樹

木などの眺望に配慮した配置掲

出方法とする。 

 □ 

□ その他の基準は類型共通基準に

よる。 
 □ 

小 

景 
観 

□ 駅舎などの鉄道施

設は地域の顔とな

るよう、周辺環境

も含め、地域性の

感じられる景観形

成を心がける。 

□ その他の指針は類

型共通指針による。 

□ 駅舎などの鉄道施設はもとより

沿線の道路や公共サインなどの

公共施設も含め、地域性を大切

にした配置意匠とする。 

 □ 

□ 沿線の建築物等や屋外広告物は、

車窓からの眺めを意識し周辺の

風景と調和した配置掲出方法と

する。 

 □ 

□ その他の基準は類型共通基準に

よる。 
 □ 

※「景観形成上の工夫・配慮事項」が計画と整合しているか、適合審査を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


